
 1 

令和３年８月２０日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  

令和３年（ワ）第２３２２号 不法行為による損害賠償請求等事件 

口頭弁論終結日 令和３年６月２５日 

判       決 

       原       告        株 式 会 社 ネ ク ス ト リ ビ ュ ー シ ョ ン 5 

（以下「原告会社」という。） 

       原       告        Ｘ１ 

（以下「原告Ｘ１」という。） 

       原       告        Ｘ２ 

（以下「原告Ｘ２」という。） 10 

       被       告        Ｙ 

       同訴訟代理人弁護士        東 條  岳 

                       

主       文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 15 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 被告は，原告会社に対し，２６６万４０００円を支払え。 

 ２ 被告は，原告Ｘ１に対し，５０万円を支払え。 20 

 ３ 被告は，原告Ｘ２に対し，５０万円を支払え。 

 ４ 仮執行宣言 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は， 

(1) 原告会社が，被告が原告会社の著作物であるコスチュームのデザイン画を無25 

断で使用して，全く同じデザインのプロレスのコスチュームを制作したことが
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原告会社の著作権を侵害すると主張して，被告に対し，民法７０９条に基づき，

損害賠償金２１６万４０００円の支払を求めるとともに， 

(2) 原告らが，被告が実際にはコスチュームの代金につき立替払いをしていない

にもかかわらず，立て替えたかのように装い，原告らから１１万５０００円を

騙し取ろうとするとともに，期限までに同代金を支払わない場合には，秋元康5 

氏の弁護士に依頼して提訴するなどと述べて同代金の支払を強要して脅迫し

たことが不法行為に当たると主張し，被告に対し，民法７０９条に基づき，各

自，損害賠償金５０万円の支払を求める 

事案である。 

 ２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に10 

より認められる事実。なお，本判決を通じ，証拠を摘示する場合には，特に断ら

ない限り，枝番を含むものとする。） 

   (1) 当事者 

ア 原告会社は，芸能関係の興行やマネジメント事業を行う株式会社であり，

アイドル団体「スターダム★アイドルズ」（以下「「スターダム★アイドル15 

ズ」という。」を運営している。（弁論の全趣旨） 

イ 原告Ｘ１は，原告会社の代表取締役の地位にある者である。 

ウ 原告Ｘ２は，原告会社との間の請負契約に基づき，「スターダム★アイド

ルズ」のマネジメント業務等を行っている者である。（弁論の全趣旨） 

エ 被告は，女子プロレスラーであり，令和元年８月３１日まで「スターダム20 

★アイドルズ」にアイドルとして所属していたほか，令和３年３月末まで，

株式会社太田プロダクション（以下「太田プロ」という。）にも所属してい

た。（弁論の全趣旨） 

   (2) 本件コスチュームの制作に至る経緯 

    ア 「スターダム★アイドルズ」は，女子プロレス団体を運営する株式会社ス25 

ターダム（以下「スターダム」という。）と提携し，アイドルがプロレスを
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行うことを内容とする興業を行っていた。（弁論の全趣旨） 

   イ 被告は，平成３０年９月頃，「スターダム★アイドルズ」の公開オーディ

ションに応募し，同年１１月に後楽園ホールでアイドルとしてデビューした。

その後，被告は，スターダムと契約し，令和元年８月１０日に後楽園でプロ

レスラーとしてデビューすることが内定した。（乙２，３，弁論の全趣旨） 5 

    ウ 令和元年８月１０日のデビューが内定したことを受け，被告は，同年７月

６日，原告Ｘ１に対し，コスチュームの制作について相談をした。原告Ｘ１

は，被告に対し，衣装制作会社としてマヂソン社を提案するとともに，Ａ（以

下「Ａ」という。）にデザイン画の作成を依頼することを提案した。（乙１） 

エ これを受けて，被告は，令和元年７月６日，Ａに対し，上記デビューに当10 

たって必要なコスチュームのデザイン画の作成を依頼したところ，Ａは，同

日中に，被告の要望も採り入れつつ，別紙「本件デザイン画」記載のデザイ

ン画（以下「本件デザイン画」という。）を作成した。被告は，同日，Ａに

対し，本件デザイン画を使ってコスチュームを作成することにつき許可を求

めたところ，Ａは本件デザイン画の使用を快諾した。（乙２，弁論の全趣旨） 15 

オ 被告は，同日，原告Ｘ１に対し，本件デザイン画のデータを送信したとこ

ろ，原告Ｘ１は，被告に対し，「Ｙらしくて，アイドルらしくて，いいよ。」，

「コスチューム代，俺が出そうか？」，「Ｙが考える予算で足りないところ

を俺が出す！そのかわり，絶対にクオリティは下げないで。約束して。コス

チュームは人気を左右する。クオリティは重要。」などのメッセージを送信20 

した。（乙１） 

   カ 被告は，令和元年７月２０日，衣装制作会社であるマヂソン社に対し，本

件デザイン画を示した上で，コスチュームの作成を依頼した。マヂソン社は，

同年８月頃，別紙「本件コスチューム」記載のコスチューム（以下「本件コ

スチューム」という。）を制作し，被告に納入した。（甲１，１８，乙３，25 

弁論の全趣旨） 
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(3) 本件コスチュームの完成後のやりとり 

ア 被告は，令和元年８月８日，原告Ｘ１に対し，完成した本件コスチューム

を着用した自分の写真を送信したが，これに対し，原告Ｘ１が特段の異議を

述べることはなかった。その後，被告と原告Ｘ１は，同月１５日，１７日，

１８日，２０日，２４日，２６日及び２９日に，ＬＩＮＥを通じてやり取り5 

を行ったが，その際にも，原告Ｘ１が本件コスチュームの使用についての特

段の異議を述べることはなかった。被告は，令和元年８月１０日から令和２

年６月頃まで，本件コスチュームを着用して活動していた。（甲１８，乙１，

弁論の全趣旨） 

イ 被告は，令和元年８月２４日，本件コスチューム代金の負担に関し，原告10 

Ｘ１に対し，「コスチュームの件ですが，今回は，そういう風にお話を話し

てくださっていて，作成を進めていたので，お言葉に甘えさせて頂きたいで

す。」とのメッセージを送信したが，原告Ｘ１からは，特段の返信はなかっ

た。（乙２） 

ウ 被告は，令和元年９月８日，マヂソン社の担当者に対し，本件コスチュー15 

ムの代金が原告会社から振り込まれたかどうかを確認したところ，原告会社

からの支払はない旨の回答を得た。被告は，やむなく，同年１０月３日，同

担当者に対し，コスチューム代金を自己に請求するよう申し入れ，同担当者

と協議の上，１０月末と１１月末の２回払いで支払うこととなった。（乙３）   

   エ 被告は，令和元年１０月３日，原告Ｘ２が管理する「スターダム★アイド20 

ルズ」のツイッターアカウントに対し，次の内容の２通のダイレクトメッセ

ージ（以下，併せて「本件メッセージ」という。）を送信した。 

     (ｱ) １通目のメッセージ（一部を抜粋。以下「本件メッセージ１」という。） 

「①アイドルズの未払いの分を【１０月１０日までに】太田プロまでに

お願い致します。 25 

  ②コスチューム代金は立て替えたので，【明日までにここに振り込ん
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でください。】￥１１５，０００（中略）期限内に両方が振り込まれない

場合は，太田プロ専属の弁護士と秋元康氏の専属の弁護士が，Ｘ１さんと

Ｘ２さんに法的措置を取るとマネージャーが言っていました。」 

     (ｲ) ２通目のメッセージ（一部を抜粋。以下「本件メッセージ２」という。） 

      「言った通り，給料に関しては振り込まなければ太田プロ専属の弁護士5 

が動きます。コスチュームの件は私とＸ１さんとの約束です。（中略）私

が立て替えますので，自分の口座に振り込んで下さい。よろしくお願い致

します。そちらの件も期日までに振り込まれなければ，今までのラインの

証拠や，録音してある音声と共に全部マネージャーと，社長通して太田プ

ロ専属の弁護士と，秋元康氏の専属の弁護士に伝えさせて頂きます。」 10 

    （以上につき，甲２，４，弁論の全趣旨） 

  オ 原告会社は，令和元年１１月２０日付けの「事実調査のお願い」と題する

通知書（甲４）を被告及び太田プロ等に送付し，被告が本件コスチュームの

代金を立替払いしたとの事実の有無について照会した。同通知書には，本件

コスチューム代金の負担に関し，「被告からコスチューム作成費用について15 

の相談を受け，スターダムエンターテインメントで支払うとの結論に至った。

被告には衣装制作会社を紹介し，予算に関係なく納得のゆくコスチュームを

作るように伝えた。その後，令和元年８月に被告がスターダムアイドルズを

脱退するとの申し出があったが，本件コスチュームの代金はこちらで負担す

る旨を伝えたところ，その翌日，被告からコスチューム代金についてはお言20 

葉に甘えさせていただきますとの連絡を受け取った。ところが，スターダム

エンターテインメントと原告Ｘ１及び同Ｘ２との間の契約が解除され，上記

代金を支払うことができなくなった。」旨の説明がされている。 

   カ 本件コスチューム代金の支払 

     被告は，マヂソン社に対し，本件コスチューム代金として，令和元年１０25 

月２２日に５万円，同年１１月２５日に６万５０００円の合計１１万５００
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０円を支払った。そして，原告Ｘ１は，令和２年１月１０日，マヂソン社に

連絡して，その旨を確認した。（甲１９，乙３） 

 ３ 争点 

  (1) 被告は，本件デザイン画に係る原告会社の著作権を侵害したか。（争点１） 

   ア 本件デザイン画の著作物性（争点１－１） 5 

   イ 本件デザイン画は原告会社の職務著作に当たるか（争点１－２） 

   ウ 本件コスチュームは本件デザイン画の複製物・翻案物に当たるか（争点１

－３）  

   エ 本件デザイン画等の使用についての原告会社の承諾の有無（争点１－４） 

  (2) 本件メッセージの送信による不法行為の成否（争点２） 10 

  (3) 損害（争点３） 

   ア 著作権侵害に基づく損害（争点３－１） 

   イ 不法行為に基づく損害（争点３－２） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

 １ 争点１－１（本件デザイン画の著作物性） 15 

 （原告会社の主張） 

    本件デザイン画は，単なる型紙ではなく，衣装のデザイン画として作成された

ものである。Ａは，本件デザイン画を完成させるまでに数日間を要し，かつ，少

なくとも３回は，被告の指示を受けてデザイン画を描き替えていることからも明

らかなように，本件デザイン画は，Ａの美的思考と感情を取り入れた芸術作品と20 

評価されるべきであり，著作物性が認められる。 

 （被告の主張） 

    本件デザイン画は，本件コスチュームの制作を検討するために作成されたもの

であり，実用品であるところ，実用品が著作物として保護されるためには，表現

媒体となる当該実用品の実用的な機能とは無関係な部分において，創作者の美的25 

な思想・感情を鑑賞させるに足りる表現が存在していることが必要になる。 
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    本件デザイン画において，実用的な機能と関係しない部分としては，背中のレ

ースアップやリボンのデザイン，装飾にレースを使用したデザイン，スカート部

分に三色の生地を使い，重ね合わせたいわゆるレイヤードスカートのデザインが

挙げられるが，これらはいずれもありふれたものであり，創作性は認められない

から，本件デザイン画には著作物性は認められない。 5 

 ２ 争点１－２（本件デザイン画は原告会社の職務著作に当たるか） 

 （原告会社の主張） 

 原告Ｘ１は，被告からの相談を受け，本件デザイン画の原型となる色について，

スターダムの「ストーリー」に合う色を被告に提案した。Ａは，同提案に基づき

本件デザイン画を作成した以上，本件デザイン画は原告会社の発意に基づくもの10 

である。 

     本件デザイン画は，原告会社の職務に従事するＡが，その職務命令に基づき，

職務上作成したものである。作成時における原告会社とＡとの間の契約や勤務規

則その他には，職務著作について別段の定めは存在しない。 

本件デザイン画に原告会社の著作物であることを識別するためのコピーライト15 

等のマークを入れなかったのは，被告との間に信義則に伴う信頼関係があったこ

となどによる。   

以上によれば，本件デザイン画は原告会社による職務著作に当たるため，その

著作権は原告会社に帰属する。  

 （被告の主張）    20 

    そもそも，Ａが原告会社の業務に従事する者であるかは明らかではない上，本

件デザイン画は，被告が，友人であるＡに直接コスチューム制作に関する助言を

依頼したものである。原告Ｘ１は，被告の相談に乗り，Ａを紹介したにすぎず，

Ａに対する依頼やその後の連絡も被告自身が直接行っており，原告会社が主体的

に本件デザイン画を制作したという事情はうかがわれない。 25 

そして，本件デザイン画には，原告会社の著作によるものであることが識別で
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きるような記載は何ら存在しない。 

したがって，本件デザイン画は，原告会社の発意に基づくものであるというこ

とはできず，職務著作の要件を満たさない。 

 ３ 争点１－３（本件コスチュームは本件デザイン画の複製物・翻案物に当たるか） 

 （原告会社の主張） 5 

     原告会社は，被告が本件デザイン画を「検討の過程における利用」（著作権法

３０条の３）の範囲内で参考にしてコスチュームを制作することは承諾していた

ものの，被告が実際に制作したコスチュームのデザインは，本件デザイン画に類

似するものであるから，本件デザイン画に係る原告会社の著作権を侵害する。 

 （被告の主張） 10 

   本件デザイン画と本件コスチュームとの間には，①本件コスチュームではブー

ツの膝の部分がピンクの縁取りで，白く斜めにデザインされているが，本件デザ

イン画ではピンク色にデザインされている点，②本件コスチュームでは，ブーツ

の上端にピンクの装飾が施されているが，本件デザイン画はそのような装飾がな

い点，③本件デザイン画では，上腕部にピンクのラインがあるが，本件コスチュ15 

ームはそのようなラインがない点，④本件コスチュームの胴体部分には，レース

と緑色の生地との間に金色のラインが施されているが，本件デザイン画はそのよ

うなラインはない点，⑤レイヤードスカートの前部分の長さが異なる点，⑥本件

デザイン画の背中部分には大きなリボンが装飾されているが，本件コスチューム

では，レースアップの結び目程度のものしか付けられていない点などの相違点が20 

存在するから，本件コスチュームは本件デザイン画の本質的特徴を直接感得し得

ない。 

したがって，本件コスチュームは本件デザイン画の複製物・翻案物には当たら

ない。   

 ４ 争点１－４（本件デザイン画等の使用についての原告会社の承諾の有無） 25 

 （被告の主張） 
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  原告Ｘ１は，令和元年８月８日の時点で，本件コスチュームが完成したことを

認識していたが，同月１０日以降，同月中に合計９日間にわたって被告とＬＩＮ

Ｅで連絡を取り合い，その中で本件コスチュームの話が出ていたにもかかわら

ず，本件コスチュームの使用を禁止するような発言を一切していない。このよう

な経緯からすれば，被告が本件デザイン画及び本件コスチュームを使用するこ5 

とについて，原告会社が黙示的に承諾をしていたことは明らかである。 

 （原告会社の主張） 

  本件デザイン画及び本件コスチュームの使用につき原告会社は承諾をしてい

ない。原告会社が本件コスチュームについて認識したのは令和元年８月８日で

あり，その２日後には被告のスターダムでのデビューが控えていたため，被告に10 

対して使用の中止を求めることができなかったにすぎない。 

 ５ 争点２（不法行為の成否） 

 （原告らの主張） 

    被告による本件メッセージの送信は，以下のとおり，原告らに対する不法行為

を構成する。 15 

   (1) 被告は，実際にはマヂソン社に対し，本件コスチューム代金を支払っていな

かったにもかかわらず，本件メッセージにおいて，「コスチューム代金は立て

替えたので」などと，あたかも代金を支払済みであるかのように装い，原告ら

から同代金１１万５０００円を騙し取ろうとしたものであり，このような被告

の行為は不法行為を構成する。 20 

(2) 被告は，本件メッセージにおいて，原告らがプロレス業界や芸能界と取引関

係にあることを利用して，芸能界において影響力のある秋元康氏の名前を語っ

て支払を強要したものであり，このような被告の脅迫的な行為は不法行為を構

成する。 

 （被告の主張） 25 

   次のとおり，本件メッセージの送信は不法行為に当たらない。 
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  (1) 本件メッセージ２の「私が立て替えますので」との記載は，被告が本件コス

チュームの代金を立て替える意思を有することの表明であり，これを踏まえて，

本件メッセージの全体を通して読めば，本件メッセージ１の「コスチューム代

金は立て替えたので」という記載は，「コスチューム代金は私が立て替えるこ

とにしたので」という意味であることは明確である。それゆえ，被告は虚偽な5 

ど述べていない。 

    仮に原告らの主張するように，本件メッセージが「既に代金を立替え済みで

ある」ことを前提に，本件コスチュームの代金の支払を求めるものであったと

しても，原告Ｘ１は，その後，実際にまだ代金が支払われていないことをマヂ

ソン社に確認していること（甲４）からすれば，原告らは錯誤に陥っていない。 10 

  (2) 被告は，本件コスチューム代金に関し，原告Ｘ１において代金を負担するつ

もりであると認識し，マヂソン社からも，同社と原告Ｘ１が協議をした結果，

代金は原告会社に請求することになったという話を聞いていた。しかるに，原

告Ｘ１がマヂソン社に対する代金の支払をしないため，被告は，今後も支払が

行われないようであれば，当時の所属事務所である太田プロに相談し，弁護士15 

を立ててもらうしかないと考え，本件メッセージを送信したものである。秋元

康氏の名前を出したのは，太田プロに依頼すれば，同人が依頼するような優秀

な弁護士が債権回収を行ってくれると考えたためであるが，どのような弁護士

の名前を出そうと，当該弁護士の依頼人である秋元康氏らが原告らに対して何

らかの不利益な取扱いに及ぶなどというのは原告らの勝手な思い込みにすぎ20 

ず，秋元康氏やその弁護士に言及することは，不法行為を構成するような言動

には当たらない。 

 実際にも，原告Ｘ１又は原告Ｘ２は，本件メッセージに対し，「お手数です

が，相手の弁護士の方のご連絡を教えて頂くか，こちらの弁護士の連絡先をお

伝えします。」と返信しており，何ら畏怖している様子はみられない。 25 

 ６ 争点３―１（著作権侵害による損害） 



 11 

 （原告会社の主張） 

     原告会社は，被告の著作権侵害行為により，以下のとおり，合計２１６万４０

００円の損害を受けた。 

  (1) ポートレート販売及びツーショット撮影 ５６万４０００円 

    被告は，本件コスチュームを着用して，現在までに合計４７の興行を行って5 

いるが，ポートレート販売及びファンとのツーショット撮影により，１回の興

行当たり６万円の売上げを計上していると考えられる。 

そのうち被告に支払われる配当は２０％であると推測されるから，被告は，

これまでに，５６万４０００円（＝６万円×０．２×４７）の利益を得ている

ところ，同額が著作権法１１４条２項により推定される損害の額となる。 10 

  (2) グッズ販売及びメディアへの出演 １６０万円 

    被告は，本件コスチュームを着用した状態での被告のグッズを販売したり，

本件コスチュームを着用した状態でテレビや雑誌等に出演したりしている。こ

れについては，正確な販売数量を把握することは困難であり，損害額は算定不

能であるから，１６０万円となる。 15 

 （被告の主張） 

   争う。 

 ７ 争点３－２（不法行為に基づく損害） 

 （原告らの主張） 

   原告らは，被告の不法行為により，以下のとおり，各自５０万円の損害を受け20 

た。 

  (1) 原告会社の損害 

    被告の詐欺行為により，原告会社は，長年取引のあったマヂソン社との関係

が悪化したため，信用回復のための対応を余儀なくされた。同対応に費やした

労力を金銭に換算すると，５０万円を下らない。 25 

  (2) 原告Ｘ１及び原告Ｘ２の損害 
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    被告の脅迫的な発言により，原告Ｘ１及び原告Ｘ２は，いずれも精神的な苦

痛を被ったが，これを金銭的に評価すると，慰謝料の額は一人当たり５０万円

を下らない。 

 （被告の主張） 

   争う。 5 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 争点１－４（本件デザイン画等の使用についての原告会社の承諾の有無）につ

いて 

   事案に鑑み，まず，争点１－４について検討する。 

  (1)ア 前記前提事実によれば，原告Ｘ１は，令和元年７月６日，プロレスラーと10 

してのデビューに当たって必要となるコスチュームの制作について被告か

ら相談を受け，衣装制作会社及びデザイナーを紹介するとともに，被告から

送信を受けた本件デザイン画のデータについて，「アイドルらしくて，いい

よ。」，「コスチューム代，俺が出そうか？」，「絶対にクオリティは下げ

ないで。」などのコメントをしているとの事実が認められる。これによれば，15 

原告Ｘ１は，本件コスチュームの制作に積極的に協力し，その代金の負担ま

で申し出ているのであり，完成したデザイン画及びそれに基づいて制作され

る本件コスチュームの著作権の使用について特段の制限や条件を付したこ

とをうかがわせる事実は存在しない。 

イ 同様に，原告Ｘ１は，令和元年８月８日，被告から，完成した本件コスチ20 

ュームを着用した写真の送付を受けたが，これ対して特段の異議を述べるこ

とはなく，被告のデビュー後も，被告とＬＩＮＥを通じてやり取りを行って

いるが，その際に，本件デザイン画や本件コスチュームの使用について特段

の異議を述べたとの事実も認められない。 

ウ このように，原告Ｘ１は，被告が令和元年８月１０日にプロレスラーとし25 

てデビューすることを認識した上で，本件デザイン画や同デザイン画をベー
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スとしてコスチュームを制作することを認識し，同日の前に実際に制作され

たコスチュームのデザインを確認していながら，その使用についてデビュー

の前後を通じ何ら異議を述べていないのであるから，仮に原告会社が本件デ

ザイン画及び本件コスチュームの著作権を有するとしても，被告に対してそ

の使用を許諾していたものというべきである。 5 

  (2)ア これに対し，原告会社は，本件デザイン画につき，著作権法３０条の３に

いう「検討の過程における利用」において必要と認められる限度で使用する

ことは承諾していたが，当該限度を超えて，本件デザイン画と同一又は類似

のコスチュームを使用することは承諾していなかった旨主張する。 

しかし，原告Ｘ１は，被告が完成した本件デザイン画を使用して本件コス10 

チュームを制作し，これを着用して活動することを認識した上で，同デザイ

ン画の使用に関して何らの制限や条件を付していなかったと認められるこ

とは前記判示のとおりである。 

したがって，「検討の過程における利用」のみを許諾していたとの原告会

社の主張は採用し得ない。 15 

   イ 原告会社は，原告Ｘ１が令和元年８月８日に本件コスチュームの写真を確

認した際に異議を述べなかったのは，２日後に被告のデビューが控えていた

ためである旨主張する。 

しかし，原告Ｘ１は，令和元年８月８日より以前の段階から，本件デザイ

ン画に基づいて本件コスチュームを制作していることを認識していたと認20 

められ，デビュー後の被告とのやりとりにおいても，本件デザイン画及び本

件コスチュームの使用について何ら異議を述べていないのであるから，原告

Ｘ１が本件コスチュームの写真を確認したのが被告のデビューの２日前で

あったとしても，同事実は，原告会社が本件デザイン画及び本件コスチュー

ムの使用について承諾していたとの結論を左右しない。 25 

したがって，原告会社の上記主張は採用し得ない。 
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  (3) 以上によれば，その余の点を判断するまでもなく，著作権侵害に係る原告会

社の請求は理由がない。 

 ２ 争点２（不法行為の成否）について 

  (1) 原告らは，被告が，マヂソン社に対し本件コスチューム代金を支払っていな

かったにもかかわらず，本件メッセージにおいて，代金を支払ったかのように5 

装い，原告らから１１万５０００円を騙し取ろうとしたことが詐欺行為に当た

る旨主張する。 

    しかし，前記前提事実によれば，原告Ｘ１は，本件コスチュームの代金を原

告会社が負担する旨の申し出を行い，被告はその申し出を受けたものの，原告

会社からの同代金の支払がなされないことから，マヂソン社に対して同代金を10 

自ら分割払いすることを約した上で，本件メッセージを原告会社に送信し，同

代金を自らに支払うように請求したものと認められる。被告のかかる請求は正

当な権利行使の範囲を超えるものではなく，不法行為を構成しない。 

    これに対し，原告らは，被告が本件コスチューム代金を既に支払ったかのよ

うな本件メッセージの記載は虚偽であると主張するが，前記のとおり，原告会15 

社は同代金を負担する旨の意思を表明していた上，被告は本件メッセージの送

信時点でマヂソン社に対して同代金を支払うことを約束していたことに照ら

すと，被告には原告らを欺罔して同代金相当額を詐取する意思は認められず，

他に被告に詐取の意思があったことをうかがわせる事情は存在しない。原告ら

の指摘する本件メッセージ送信時点における同代金の支払の有無は不法行為20 

の成否に影響を及ぼす事実ではなく，上記結論を左右しない。 

    したがって，本件メッセージの送信が詐欺行為に当たるとの原告らの主張は

理由がない。 

  (2) 原告らは，本件メッセージに関し，被告が秋元康氏の弁護士に言及するなど

して支払を強要したことが脅迫行為として不法行為を構成すると主張する。 25 

しかし，代金の支払期限内に支払がない場合に弁護士が法的措置を取る旨の
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記載は，不法行為を構成する「支払の強要」や「脅迫」には該当せず，このこ

とは，言及された弁護士が著名人の顧問弁護士である場合も同様である。そし

て，これらの弁護士において原告らに対する法的措置の検討が実際にはされて

いなかったとしても，当該事実は，本件メッセージが「支払の強要」や「脅迫」

に該当しないとの上記結論を左右しない。 5 

    したがって，本件メッセージの送信が脅迫行為等に当たるとの原告らの主張

は理由がない。 

  (3) 以上によれば，本件メッセージの送信が原告らに対する不法行為を構成する

ということはできない。 

 ３ 結論 10 

以上の次第で，その余の点につき判断するまでもなく，原告らの請求にはいず

れも理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。 
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